
上下水道局
より効率的で機能的な執行体制へ
　上下水道計画課を上下水道政策課に改称。営業料金課を廃
止し、上下水道財務課に統合。汚水整備課と雨水整備課を統
合し下水道整備課に改編します。
　問上下水道総務課☎848・4196、〃848・8255

教育委員会
いじめ・不登校対策、支援教育の強化へ
　児童生徒支援課の業務を再編。いじめ・不登校対策に関す
る業務を所管する児童生徒課と、支援教育・安全指導の業務
を所管する支援教育課の２つの課を新たに設置します。
　問教育政策課☎050・7105・8056、〃851・1711

◆児童福祉と母子保健機能を一体化
　これまで部局をまたがっていた児童福祉と母子保健機
能を一体化し、妊産婦や子ども、子育て世帯にワンスト
ップで切れ目のない相談支援をします。予防接種を除く
母子保健に関する業務、子ども相談課・子ども支援課が
所管していた業務を再編し「まるっとこどもセンター
（こども家庭センタ
ー）」を設置。４月
からは保健センター
など３カ所で業務を
行い、９月中に市駅
前複合施設内の行政
サービスフロアに移
転します。

◆健康福祉分野の組織を改編
・健康づくり・介護予防課を健康づくり課に改編し、地
域包括支援センターに関する業務を集約。
　※健康づくり課の窓口は市役所本館３階になります。
・認知症高齢者に関する業務を健康福祉政策課に集約。
・長寿に関する業務を健康福祉政策課へ、高齢者給付に
関する業務を健康福祉総合相談課へ移管し、長寿・介
護保険課を介護認定給付課に改編。

・低所得世帯への給付金支給などの業務を行う臨時組織
として臨時給付金課を設置。

◆年金や各種保険などの手続きが
　スムーズに
　年金や各種保険などの手続きで利便性を高めるため、
市民生活部の国民健康保険課・後期高齢者医療課・年金
児童手当課（年金業務）、健康福祉部の長寿・介護保険課
（介護保険料業務）の各業務を再編し、市民生活部に保険
年金課と保険納付課を設置します。また、年金児童手当
課と医療助成課を統合し、医療助成・児童手当課に改編
します（下表）。

そのほかの主な改編など
●新型コロナワクチン接種対策室を廃止し、母子保
健課が所管してきた予防接種に関する業務ととも
に保健所の保健予防課に移管。
　　※予防接種に関する窓口は市役所第３分館（旧
市民会館）に移転します。
●ごみ減量推進課を廃止し循環型社会推進課に統合。
●家庭ごみ業務第１課・第２課を統合し環境事業課
に改編。
●道路公園管理課、維持補修課、工事委託課を、道
路河川管理課、道路河川補修課、公園みどり課の
３つの課に改編。

　市は４月１日付けで機構改革を実施します。機動力のある組織体制の確立を図るため、室組織を廃止
し、行政課題への的確な対応や、重点施策の迅速かつ確実な実施に向け、より効率的で機能的な執行体
制の確立を図ります。組織改編に伴い、4月から窓口の配置が一部変更となります。

問人事課☎841・1281、〃846・2271

４月１日から　市役所の組織が変わります

保険年金課

保険納付課

医療助成・児童手当課

市
民
生
活
部
（
一
部
抜
粋
）

市民生活政策課 （別館２階）

（別館２階）

（別館２階）

（本館２階）

地域サービス課を市民生活政策課に
改編。

年金児童手当課が所管する国民年金
に関する業務を保険年金課に移管し、
医療助成課と年金児童手当課を統合。

国民健康保険・後期高齢者医療・介護
保険の保険料徴収、強制徴収公債権の
滞納管理・処分などの業務を所管。

国民健康保険・後期高齢者医療の資
格、保険料賦課、保険給付等、介護
保険料の賦課、国民年金に関する業
務を所管。

▲９月に移転する予定のまるっとこども
センター（イメージ）
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問保健予防課 ☎807・7625、〃845・0685

4月から  不妊症検査費用の助成を開始
１年以内に夫婦ペアで受けた検査に１回限り最大５万円

　不妊症の原因は女性だけでなく約半数は男性にあり、不妊症の検査・治療は夫婦で取り組むことが大切で
す。妊娠を望む夫婦が早期にペアで受診・検査を行うことで不妊の原因を発見し必要に応じて適切な治療を
始められるよう、検査費用を助成します。

▶助成内容　今年４月１日以降に夫婦ペアで受け
た不妊症の診断や治療計画などのための検査で、
検査を開始した日（夫婦それぞれの検査開始日の
いずれか早い日）から１年以内に受けた保険適用・
適用外いずれも含む一連の検査費。
▶対象　次の⑴～⑷全てを満たす人。⑴検査開始
日から申請日まで婚姻関係（事実婚関係含む）に
ある夫婦であること⑵検査開始日時点で妻の年齢
が43歳未満であること⑶検査開始日から申請日ま
で夫婦のいずれかが継続して枚方市に住所を有す
ること⑷助成を受けようとする検査について他の
自治体から同様の助成を受けていないこと。

▶助成額　夫婦１組につき１回限り最大５万円。
▶申請　検査終了日（一連の不妊症検査の最後の
検査日または当該検査の説明を受けた日）の属す
る年度の末日、または検査終了日から３カ月以内
のどちらか遅い日までに医療機関作成の受診等証
明書など必要書類を添えて市保健所１階保健予防
課へ。郵送（簡易書留又は特定記録郵便で〒573
―００２７大垣内町２―２―２）可。不妊治療ペ
ア検査費用助成の様式など詳細は市
ホームページ参照（右記コード）ま
たは同課へお問い合わせを。

3月
定例月
議会

　
令
和
６
年
３
月
定
例
月
議
会
が
２
月

26
日
に
始
ま
り
ま
し
た
。
期
間
は
３
月

28
日
ま
で
。
初
日
の
本
会
議
で
は
伏
見

市
長
が
令
和
６
年
度
市
政
運
営
方
針
を

表
明
し
ま
し
た
（
２
ペ
ー
ジ
参
照
）。
そ

の
後
、
総
額
約
２
８
９
９
億
円
の
令
和

６
年
度
一
般
・
６
特
別
・
３
企
業
会
計

予
算
案
が
上
程
さ
れ
、
予
算
特
別
委
員

会
に
付
託
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
３
月

４
日
・
５
日
に
は
、
市
政
運
営
方
針
に

対
し
て
５
会
派
に
よ
る
代
表
質
問
が
行

わ
れ
、
６
日
に
は
、
小
・
中
学
校
の
外

壁
改
修
や
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
整
備
等
に
関

す
る
事
業
経
費
を
含
む
令
和
５
年
度
一

般
会
計
補
正
予
算
案
や
、
保
健
所
条
例

の
一
部
改
正
議
案
な
ど
が
可
決
さ
れ
ま

し
た
（
こ
の
項
３
月
６
日
現
在
）。

　
問
市
議
会
事
務
局
議
事
調
査
課
☎
８

４
１
・
１
５
２
８
、
〃

８
４
１
・
０

２
４
０

総
額
２
８
９
９
億
円
の

令
和
６
年
度
当
初
予
算
案
が
上
程

移
動
販
売
時
の
高
齢
者
・
障
害
者
の
見
守
り
で
連
携

㈱
京
阪
ザ
・
ス
ト
ア
と
協
定
締
結

　
市
は
２
月
28
日
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ

ト
「
フ
レ
ス
ト
」
や
「
も
よ
り
市
」
な

ど
の
駅
構
内
の
商
業
施
設
な
ど
を
運
営

す
る
株
式
会
社
京
阪
ザ
・
ス
ト
ア
と「
高

齢
者
と
障

害
者
の
地

域
見
守
り

活
動
に
関

す
る
協

定
」
を
締

結
し
ま
し

た
。
同
社

が
市
内
南

部
を
起
点

に
３
月
25
日
か
ら
開
始
の
フ
レ
ス
ト
の
移

動
販
売
に
合
わ
せ
連
携
す
る
も
の
で
、

市
内
巡
回
中
の
見
守
り
活
動
と
異
変
を

発
見
し
た
際
に
報
告
し
、
地
域
の
高
齢

者
や
障
害
者
の
見
守
り
体
制
の
強
化
に

つ
な
げ
て
い
き
ま
す
。
協
定
式
で
、
同

社
代
表
取
締
役
の
達
川
俊
夫
さ
ん
（
写

真
右
）
は
「
地
域
の
異
変
に
い
ち
早
く

気
付
き
、
安
心
・
快
適
に
暮
ら
せ
る
ま

ち
づ
く
り
に
貢
献
し
て
い
き
た
い
」
と
話

し
ま
し
た
。

　
問
健
康
福
祉
総
合
相
談
課
☎
８
４
１
・

１
４
０
１
、
〃

８
４
１
・
５
７
１
１
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３
月
13
日
、
市
は
、
㈱
昌
栄
工
務
店

と
ネ
ー
ミ
ン
グ
ラ
イ
ツ
（
命
名
権
）
契

約
を
締
結
し
、
中
央
図
書
館 

自
学
自

習
コ
ー
ナ
ー
の
愛
称
が
「
昌
栄
工
務
店 

中
央
図
書
館 

自
学
自
習
コ
ー
ナ
ー
」

に
決
ま
り
ま
し
た
。
契
約
期
間
は
４
月

　
市
は
、
こ
れ
ま
で
複
数
の
課
に
ま
た

が
っ
て
い
た
都
市
計
画
や
建
築
、
景
観

な
ど
の
都
市
づ
く
り
情
報
を
一
元
化
し

た
シ
ス
テ
ム
を
構
築
。
オ
ン
ラ
イ
ン
閲

覧
サ
ー
ビ
ス
「
き
て
み
て
ひ
ら
か
た
マ

ッ
プ
」
を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
、
ワ
ン
ス

ト
ッ
プ
で
不
動
産
調
査
に
関
す
る
資
料

を
申
請
・
発
行
で
き
る
「
不
動
産
調
査

コ
ー
ナ
ー
」
を
開
設
し
ま
し
た
。
不
動

産
取
得
時
の
確
認
な
ど
の
た
め
に
利
用

す
る
市
民
の
ほ
か
、
不
動
産
業
者
や
開

発
事
業
者
な
ど
の
利
便
性
向
上
に
つ
な

げ
て
い
き
ま
す
。

⑴
「
き
て
み
て
ひ
ら
か
た
マ
ッ
プ
」
の
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
　
建
築
計

画
概
要
書
・
都
市
計
画

情
報
・
下
水
道
施
設
情

報
、
道
路
情
報
な
ど
代

　
市
役
所
本
庁
舎
な
ど
市
内
17
施
設

に
デ
ジ
タ
ル
サ
イ
ネ
ー
ジ
（
写
真
左
）

を
設
置
し
ま
し
た
。
各
施
設
の
フ
ロ

ア
マ
ッ
プ
が
大
き
く
表
示
さ
れ
る
ほ

か
、
施
設
で
の
イ
ベ
ン
ト
や
市
内
の

観
光
情
報
な
ど
を
閲
覧
で
き
ま
す
。

ま
た
、
通
信
料
を
気
に
せ
ず
情
報
に

ア
ク
セ
ス
で
き
る
フ
リ
ー
Ｗ
ｉ
‐
Ｆ

ｉ
を
21
施
設
に
整
備
し
ま
し
た
。
詳

細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照
。

１
日
～
令
和
11
年
３
月
31
日
の
５
年

間
。

　
問
財
産
活
用
課
☎
８
４
１
・
１
３
４

７
、
〃

８
４
１
・
３
０
３
９

表
的
な
規
制
区
域
が
マ
ッ
プ
で
確
認
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
詳
細
は
同

マ
ッ
プ
（
上
記
コ
ー
ド
）
参
照
。

⑵
不
動
産
調
査
コ
ー
ナ
ー
　
市
役
所
分

館
２
階
の
開
発
調
整
課
横
に
タ
ッ
チ
パ

ネ
ル
形
式
の
端
末
を
設
置
。
来
庁
者
自

身
で
操
作
す
る
こ
と
で
、「
き
て
み
て

ひ
ら
か
た
マ
ッ
プ
」
で
閲
覧
可
能
な
情

報
を
含
む
不
動
産
調
査
資
料
を
ワ
ン
ス

ト
ッ
プ
で
発
行
で
き
ま
す
。

　
問
都
市
計
画
課
☎
８
４
１
・
１
４
１

４
、
〃

８
４
１
・
４
６
０
７

◆
お
で
か
け
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
を
新
設

　
上
記
21
施
設
の
フ
リ
ー
Ｗ
ｉ
‐
Ｆ
ｉ

の
接
続
時
に
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
に

新
設
さ
れ
た
「
お
で
か
け
ポ
ー
タ
ル
サ

イ
ト
」（
写
真
左
）
が
表
示
さ
れ
ま
す
。

同
サ
イ
ト
で
は
対
象
世
代
や
目
的
に
合

わ
せ
た
イ
ベ
ン
ト
を
検
索
で
き
ま
す
。

詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
の
枚
方
お

で
か
け
サ
イ
ト
（
左
記
コ
ー
ド
）
参
照
。

　
問
企
画
課
☎
８
４
１
・
１
２
５
４
、

〃

８
４
１
・
３
０
３
９
、

都
市
づ
く
り
に
関
す
る
情
報
を
一
元
化

不
動
産
調
査
に
関
す
る
資
料
が
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
で
発
行
可
能
に

中
央
図
書
館 

自
学
自
習
コ
ー
ナ
ー
の
愛
称
決
定

㈱
昌
栄
工
務
店
と
パ
ー
ト
ナ
ー
契
約

公
共
施
設
の
デ
ジ
タ
ル
環
境
を
整
備

市
役
所
本
庁
舎
な
ど
に
サ
イ
ネ
ー
ジ
や
フ
リ
ー
Ｗ
ｉ
‐
Ｆ
ｉ

昌栄工務店 中央図書館
自学自習コーナー

（ネーミングライツ料年額３万円）

㈱昌栄工務店代表取締役の赤松昌
一朗さん（写真右）

▶
タ
ッ
チ
パ
ネ
ル

画
面
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ス
ポ
ー
ツ

健
康
・
福
祉

く
ら
し

催
し
な
ど

求
人

産
業
・
就
労

環
境
・

ま
ち
づ
く
り

税
・
保
険

安
全
安
心

高
齢
者

子
育
て
・

教
育
子
育
て
・

教
育

市ホームページの専用フォームから
申し込めるイベントなどはこちら　◀

13　広報ひらかた令和6年4月号 広報ひらかた令和6年4月号　PB

子
育
て
・
教
育

就
学
援
助
制
度
は
毎
年
度
申
請
を

　
小
中
学
校
で
必
要
な
費
用
の
う
ち
学
用
品

費
・
学
校
給
食
費
・
修
学
旅
行
費
・
校
外
活

動
費
（
宿
泊
あ
り
）・
医
療
費
（
中
耳
炎
・

虫
歯
な
ど
学
校
病
の
受
診
に
よ
り
学
校
医
療

券
を
交
付
さ
れ
た
場
合
）
な
ど
を
援
助
し
ま

す
。
対
象
は
市
内
在
住
の
小
中
学
生
が
い
る

家
庭
で
⑴
学
資
負
担
者
（
父
・
母
）
の
令
和

５
年
中
の
合
計
所
得
が
左
表
の
認
定
基
準
額

以
下
の
世
帯
（
障
害
者
控
除
を
受
け
て
い
る

場
合
は
１
人
に
つ
き
27
万
円
を
所
得
金
額
か

ら
控
除
、
特
別
障
害
者
の
場
合
は
40
万
円
、

同
居
特
別
障
害
者
は
75
万
円
を
控
除
）
ま
た

は
⑵
学
資
負
担
者
の
死
亡
・
失
業
・
離
婚
な

ど
で
令
和
５
年
中
と
比
べ
現
在
の
収
入
が
著

し
く
減
収
す
る
場
合
や
災
害
に
遭
っ
た
世

帯
。
▼
申
込
　
４
月
１
日
～
５
月
15
日
に
申

請
書
に
記
載
の
申
請
場
所
へ
（
年
度
途
中
の

ー
に
あ
る
申
込
書
を
郵
送
・
フ
ァ
ク
ス
・
持

参
で
〒
573
―
０
０
３
２
岡
東
町
12
―
３
―
４

１
０
同
セ
ン
タ
ー
へ
。
電
話
可
。
５
月
６
日

必
着
。
抽
選
で
８
人
。

　
問
ま
る
っ
と
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
（
サ
ン
プ

ラ
ザ
３
号
館
内
）
☎
０
５
０
・
７
１
０
２
・

３
２
２
１
、
〃

８
４
６
・
７
９
５
２

児
童
手
当
・
特
例
給
付

変
更
が
あ
れ
ば
手
続
き
を

　
届
け
出
内
容
に
変
更
が
あ
る
場
合
は
速
や

か
に
手
続
き
を
。
遅
れ
る
と
不
支
給
期
間
が

生
じ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
手
続
き
が
必
要

な
場
合
は
市
外
（
海
外
）
転
出
、
養
育
す
る

児
童
の
増
減
、
受
給
者
が
婚
姻
、
児
童
と
別

居
、
公
務
員
に
な
っ
た
、
拘
禁
な
ど
さ
れ
た

時
な
ど
。
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照
。

　
問
医
療
助
成
・
児
童
手
当
課
☎
８
４
１
・

１
４
０
８
、
〃

８
４
１
・
３
０
３
９

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養

手
当
の
お
知
ら
せ

　
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
定
時
支
払
い
は
４

月
11
日
㈭
で
す
。
児
童
扶
養
手
当
は
原
則
４

月
期
の
支
払
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
届
け
出
を
　
⑴
対

象
児
童
を
監
護
し
な
く
な
っ
た
（
施
設
入

所
、
受
給
者
以
外
が
養
育
な
ど
）
⑵
住
所
・

氏
名
の
変
更
や
親
族
と
の
同
居
ま
た
は
別
居

な
ど
⑶
婚
姻
（
事
実
婚
含
む
）
⑷
公
的
年
金

等
を
新
た
に
受
給
す
る
場
合
や
受
給
中
の
公

的
年
金
等
の
額
が
改
定
さ
れ
た
場
合
。

◆
児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当
額

申
請
は
令
和
７
年
２
月
末
ま
で
。
申
請
月
か

ら
支
給
対
象
）。
申
請
書
は
新
学
期
に
各
市

立
小
中
学
校
で
全
児
童
・
生
徒
に
配
布
す
る

ほ
か
、
輝
き
プ
ラ
ザ
き
ら
ら
４
階
学
校
支
援

課
、
市
役
所
別
館
２
階
市
民
生
活
政
策
課
、

各
支
所
で
配
布
。
受
給
に
は
毎
年
度
申
請
が

必
要
。
詳
細
は
申
請
書
参
照
。

　
問
学
校
支
援
課
☎
０
５
０
・
７
１
０
５
・

８
０
４
４
、
〃

８
５
１
・
２
１
８
７

前
向
き
子
育
て
プ
ロ
グ
ラ
ム

　
子
育
て
が
楽
し
く
な
る
ス
キ
ル
を
学
び
ま

す
。
対
象
は
３
歳
以
上
の
未
就
学
児
の
保
護

者
。
無
料
。
▼
日
時
な
ど
　
⑴
グ
ル
ー
プ
ワ

ー
ク
　
５
月
23
日
・
30
日
・
６
月
６
日
・
13

日
・
７
月
４
日
の
い
ず
れ
も
木
曜
午
前
10
時

～
正
午
、
ラ
ポ
ー
ル
ひ
ら
か
た
。
保
育
あ
り

（
未
就
学
児
。
無
料
。
要
予
約
。
抽
選
で
８

人
）。
⑵
電
話
セ
ッ
シ
ョ
ン
　
６
月
20
日
～

７
月
３
日
の
間
に
２
回
。
▼
申
込
　
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
の
専
用
フ
ォ
ー
ム
ま
た
は
サ
ン
プ

ラ
ザ
３
号
館
４
階
ま
る
っ
と
こ
ど
も
セ
ン
タ

が
改
定
　
４
月
分
か
ら
の
手
当
額
は
左
表
の

通
り
（
児
童
扶
養
手
当
は
５
月
定
時
支
払
時

に
改
定
前
の
３
月
分
・
改
定
後
の
４
月
分
を

振
り
込
み
。
特
別
児
童
扶
養
手
当
は
８
月
定

時
支
払
時
に
改
定
後
の
４
月
～
７
月
分
を
振

り
込
み
）。

　
問
医
療
助
成
・
児
童
手
当
課
☎
８
４
１
・

１
４
０
８
、
〃

８
４
１
・
３
０
３
９

▼児童扶養手当額（月額）
改定前

（３月分まで）
改定後

（４月分から）
児童１人目 全部支給 ４万4140円 ４万5500円

一部支給 ４万4130円～１万410円 ４万5490円～１万740円
児童２人目 全部支給 １万420円 １万750円

一部支給 １万410円～5210円 １万740円～5380円
児童３人目以降
（１人当たり）

全部支給 6250円 6450円
一部支給 6240円～3130円 6440円～3230円

▼特別児童扶養手当（月額）
障害程度 改定前（３月分まで） 改定後（４月分から）
１級 ５万3700円 ５万5350円
２級 ３万5760円 ３万6860円

▼令和６年度就学援助認定基準額

世帯
人数

保護者の所得金額（給与
所得者は給与所得控除後

の金額）

２人 269万1000円以下

３人 307万1000円以下

４人 345万1000円以下

５人 383万1000円以下

６人 421万1000円以下

７人 459万1000円以下

８人
以上

１人増につき７人の額に
38万円を加算

　※世帯人数は、保護者（父・母）
とその人に扶養されている全員の
数。平成30年度税制改正を考慮
し、給与所得及び公的年金等所得
の合計が10万円以上ある場合は、
各人の所得金額から10万円を（給
与所得と公的年金等所得の合計が
10万円未満の人は、両所得の合計
額を）差し引いた金額が所得金額
となります。
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